
第 26号様式（第 63条関係） 

平成 30年度 指定管理者モニタリングレポート 

 

施 設 名 鹿屋市串良農産物等直売施設（みどりの停車場） 

所 在 地 鹿屋市串良町下小原３１２９番地 

指定管理者 

名 称：鹿屋市串良農産物等直売施設管理組合 

代 表 者：組合長  高 田 優 一      

住 所：鹿屋市串良町下小原３１２９番地   

連 絡 先：０９９４－６３－７６９２      

モニタリングの 

実施経過 

●月例報告（毎月） 

●現地調査（毎月） 

●事業決算の確認 

●その他（毎月施設点検の実施） 

担当部課 

（問合せ先） 
串良総合支所 産業建設課 電話 0994-63-3114 内線 4440 

 

【モニタリングの総合評価】 

地域資源の掘起し、直売による消費者交流を通じた地区民の活性化及び生きがい対

策等に積極的に取り組んでいる。特に地産地消をメインに旬の農産物や農産加工品等

を提供し、生産者の所得向上や生きがい対策と利用者のニーズに応じた利用促進を図

り、また毎月のグラウンドゴルフ大会を実施するなど、スポーツ交流を通じて市民の

ふれあいの場所、地域に愛される直売所として運営が行われている。 

管理業務については、役員会等も定期的に行い、直売施設に納品している生産者と 

も密に連絡を取りながら施設内の掲示に工夫を行い、また、施設周辺も季節に応じた

花壇も整備するなど景観対策にも努めている。 

今後も引き続き、生産者や来館者のニーズ等を踏まえて地域活性化や利用促進を図

っていただきたい。 

 

【今後の業務改善に向けた考え方】 

≪指定管理者が実施・検討する事項≫ 

・地域の発展に寄与するために、地域で生産された商品を積極的に取り入れ、特に地

域色の強い商品にターゲットを絞る等、来館者が目を引くような趣向を凝らし、地域

振興を図りつつ集客アップに繋がるよう取組を探る 

・利用者へのサービス向上を目指し、施設の良好な状態の維持向上に最大限努力し、

利用促進を図る。 

≪施設所管課が実施・検討する事項≫ 

・指定管理者と密な連携を図り、運営・管理・事業等、適切なアドバイスを行う。 

・修繕箇所並びに機器の更新等についても効率的・効果的に早めの対応を行い、利用

者の満足度を高める。 

 

 

 



⑴基本的な考え方（施設の性格･目的等との合致、市民の平等な利用の確保、施設の効用発揮） 

① 合目的性・公平性・効果性 

・市民が利用できるよう良好な施設維持管理がなされ、独自に地域住民等と一体とな

ったイベントも開催するなど施設設置の効果は充分に現れている。  

⑵業務内容 

① 機能性・独創性（事業への具体的な取組み方） 

・施設周辺を利用したスポーツ交流を行うなど、地域振興を図りつつ施設利用者への

利用促進に創意工夫が図られている。 

② 責任性・実行性（施設の運営体制や組織） 

・組織体制は、組合長・副組合長・書記会計・事業部長・施設管理部長・統括支部長・

等を配置し、年間の事業内容等を計画的に取り組んで責任ある運営と管理体制を組織

として整えている。 

③ 明瞭性・規律性（適正な事務や経理） 

・毎月の報告等期限までに提出されており、事務処理も適正に行われている。 

④ 安全性（安全管理・緊急時等の対応） 

・定期的な施設点検を実施し施設管理に関する認識を徹底し、緊急時の組織体制も作

成されている。また警備委託により夜間等の防犯に努めている。特に台風時には自ら

施設の防災対策も講じ、迅速かつ安全な体制を整えている。 

⑤ 社会性（環境等への配慮） 

・定期的に施設内外の草払い作業、草花の植付け、花壇除草管理など敷地内の清掃美

化を実施している。また施設全体で照明ダウンなど節電を心がけ、環境対策にも積極

的な取り組みをしている。 

⑶事業収支 

① 経済性 

・経費コスト削減に徹底して努めており、収支管理も徹底している。 

⑷団体の経営状態 

① 経営の健全性 

・指定管理者として継続して任されたことにより、経営の健全性や直売施設の管理・

運営に積極的な姿勢が見受けられる。 

 



第 27号様式（第 63条関係） 

施 設 概 要 調 書 

 
１ 施設の概要 

施 設 名 鹿屋市串良農産物等直売施設（みどりの停

車場） 

所管課：串良産業建設

課 

所 在 地 鹿屋市串良町下小原３１２９番地 設置年月日：Ｈ12.12.7 

設 置 目 的 魅力ある村づくりを目標とした新・農村振興運動の村づくり活性化

計画に基づき、地域資源の掘り起こし、直売による消費者交流を通

じた地域民の活性化及び生きがい対策等に資すること。 

設置の根拠 

（法令、条例等） 

鹿屋市串良農産物等直売施設条例 

鹿屋市串良農産物等直売施設条例施行規則 

施設の概要 設備の概要 敷地面積 2,604.00㎡ 

延床面積 116.88㎡ 

 

事 業 概 要 新・農村振興運動の重点地区指定を受けている地 

区民を主体に組織された農産物等直売施設管理組 

合による農産物等直売 

 

２ 経営分析評価指標 

①事業収支 △112千円 ④外部委託費比率 4.2％ 

②利用料金比率 該当なし ⑤利用者あたり管理運営コスト 203.2円/一人 

③人件費比率 63.9％ ⑥利用者あたり自治体負担コスト 20.3円/一人 

※ 少数点第２位四捨五入 

 

３ 運営状況 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

開館日数  307.5日 

開館時間 午前9時～午後5時 午前9時～午後5時 

事業開催   

 

４ 利用実績 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

貸し室等 

利用回数 

会議室１   

会議室２   

会議室３   

計   

施設利用 

人数 

会議室１   

会議室２   

会議室３   

計  20,253人 

   

   

合 計   

 



５ 事業収支                        （単位：千円） 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

貸し室等利

用収入 

会議室１   

会議室２   

会議室３   

計   

その他料金収入   

自主事業収入 3,400 3,012 

指定管理料 347 398 

その他収入 518 593 

収入計（Ａ） 4,265 4,003 

事業費   

人件費 2,570 2,632 

光熱水費 600 373 

修繕費 100 102 

会議費 60 58 

消耗品費 200 158 

研修費 95 69 

通信運搬費 100 85 

手数料  7 

保険料 5 5 

事業費 360 122 

委託料 175 504 

   

支出計（Ｂ） 4,265 4,115 

収支（Ａ）－（Ｂ） 0 △112 

 



第 28号様式（第 63条関係） 

指定管理者自己評価表 

令和元年６月７日 

 

指定管理者 鹿屋市串良農産物等直売施設管理組合     

 

施 設 名 鹿屋市串良農産物等直売施設(みどりの停車場) 

 

確認事項 自己評価 

履行 

確認 
１ 協定書、仕様書及び事業計画書に基づいた管理運営を行っているか ３・２・１ 

執 

行 

体 

制 

２ 人員の配置が適切であるか ３・２・１ 

３ 従業員に対し、業務に必要な研修や教育を適切に行っているか ３・２・１ 

４ 就業規則等を遵守し、雇用者の労働環境を確保しているか ３・２・１ 

５ 個人情報の取扱いは適切に行っているか ３・２・１ 

安

全

対

策 

６ 危険箇所の把握及び点検を行い、利用者等の安全安心に努めている

か 
３・２・１ 

７ 防犯、防災対策等の危機管理体制は適切であるか（緊急連絡網や初

動対応要領の作成等） 
３・２・１ 

サ 

ー 

ビ 

ス 

の 
質 

８  親切丁寧な接客に努めているか ３・２・１ 

９ 利用者からの苦情等に対し適切に対応しているか ３・２・１ 

10 特定の者に有利又は不利な取扱いをしていないか ３・２・１ 

11 サービス向上及び利用促進のための取組を行っているか ３・２・１ 

報
告
事
項 

12 利用者の満足度調査（聞き取りを含む）等を行っているか ３・２・１ 

13 施設の破損及び異常について、速やかに対応し、市へ報告している

か 
３・２・１ 

経
営
状
況 

14 利用者数や稼働率等は適切な水準であるか ３・２・１ 

15 事業収支は妥当であるか ３・２・１ 

総 合 

評 価 

(所感) 

昨年は作物が豊作で単価が安くて売上げは伸びませんでしたが生産者が増えてみどりの停

車場の経営にとってはプラスの要因になったと思っております。更に今年に入ってハウス農

家・大規模農家の入会が増えており生産者の確保は万全です。今後みどりの停車場でいか

に販売していくかが課題です。今後は有機作物・オーガニックを中心により安心安全を目指し

て作物を消費者に提供したいです。地域活性化のために造ってもらったみどりの停車場で

す、グラウンドゴルフ等通じてワッショイ広場を活用し、また高齢者の憩いの場としても利用し、

いつも笑顔の絶えない施設にしたいです。 
【自己評価の採点基準】「３」･･･優 「２」･･･良 「１」･･･可 

※ 総合評価（所感）の欄には、年間を通した指定管理業務において評価できる点や改善点・
反省点を踏まえた所感を記載すること。 

 


